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事業の概況

主な経営指標の推移

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

資 料 編資 料 編

「単体自己資本比率」は、信用金庫法第８９条第１項において準用する銀行法第１４条の２の規定に基づき、信用
金庫がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを判断するために金融庁長官が定
める基準に係わる算式に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。
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出 資 総 額

出 資 総 口 数

純 資 産 額

総 資 産 額

預 金 積 金 残 高

貸 出 金 残 高

有 価 証 券 残 高

単体自己資本比率

出資に対する配当金

役 員 数

　　うち常勤役員数

職 員 数

会 員 数

　今期の国内経済は、新型コロナウイルスが感染症法分類の２類から５類に引下げられた結果、リベン
ジ消費等による景気回復が期待されたほか、「インバウンド」が回復し１０月には訪日外国人観光客数が
２０１９年同月の水準を上回りました。また、雇用拡大、賃上げ、価格転嫁が加速するなど企業活動も上
向きましたが、実質賃金は前年比マイナス圏で推移したため個人消費は停滞しました。金融政策にお
いて、日本銀行はマイナス金利解除とＹＣＣ撤廃など異次元緩和からの転換を公表しましたが、緩和的
な金融環境は維持する旨発表しました。斯様な中、年明けに発生した能登半島地震では、家屋や道路、
港湾施設の損壊等により多数の方が犠牲となりました。また、液状化等により上下水道を始め各種イン
フラの復旧も儘ならない状況が続いています。
　翻って、当地経済につき北陸新幹線が３月１６日に延伸開業し、各種イベントや北陸応援割等の効果
もあって入込客数が増加、これにより飲食店等は活況を呈しています。また、１１月の敦賀港国際物流
ターミナル拡張工事完了によりＲＯＲＯ船等による取扱貨物量増加が期待されます。なお、当該ターミ
ナルでは２０２７年供用に向けた拡張工事が継続して実施されますので、今後、更なる人流・物流の増
加が地元経済に好影響を与えるものと期待されます。
　この様な環境下、当期の預金は、個人及び法人預金が減少し、期末残高は１,５３２億円、前期比△６
億円、０．３９％の減少、期中平残は１,５４０億円、前期比△２億円、０．１３％の減少となりました。
貸出金は、証書貸付が大きく減少したことから期末残高は４６３億円、前期比△１９億円、４．１１％減
少、期中平残は４７５億円、前期比△１億円、０．４０％の減少となりました。
　収益面では、貸出金利息、有価証券利息配当金等の増収により資金運用収益は増収となりましたが、
その他業務収益が減収となり、業務収益は前期比３０百万円の減収となりました。その他経常収益が増
収となったことから、経常収益は前期比８８百万円の増収となりました。費用について、預金平残減少
と利回り低下により資金調達費用は減少しました。その他業務費用は減少しましたが経費の増加によ
り業務費用は前期比１百万円の減少に止まりました。貸倒引当金は戻入益に転じましたが、その他の経
常費用が増加したことから経常費用は前期比４５百万円増加しました。以上の結果、経常利益は前期比
４２百万円の増益となる３００百万円となりました。業務純益は業務費用の増加により２９９百万円と
なりました。この結果、当期純利益は、前期比６４百万円の増益となる２５６百万円となりました。
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科　　　　　目 令和５年度令和４年度

（　　　　　　） （　　　　　　）

〈 資産の部 〉

現 金

預 け 金

買 入 手 形

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託

商 品 有 価 証 券

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

前 払 年 金 費 用

繰 延 税 金 資 産

再評価に係る繰延税金資産

債 務 保 証 見 返

貸 倒 引 当 金

国 債

地 方 債

短 期 社 債

社 債

株 式

そ の 他 の 証 券

割 引 手 形

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

未 決 済 為 替 貸

信 金 中 金 出 資 金

前 払 費 用

未 収 収 益

先 物 取 引 差 入 証 拠 金

先 物 取 引 差 金 勘 定

保 管 有 価 証 券 等

金 融 派 生 商 品

金融商品等差入担保金

リ ー ス 投 資 資 産

そ の 他 の 資 産

建 物

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

その他の有形固定資産

ソ フ ト ウ エ ア

の れ ん

リ ー ス 資 産

その他の無形固定資産

（うち個別貸倒引当金）

記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。以下の表における金額についても同様です。（ 注 ）

貸 借 対 照 表
（単位：百万円）

資産の部合計

1 , 7 1 9
3 0 , 7 3 4

̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  

7 9 , 5 6 6

4 6 , 3 5 1

̶  
1 , 0 3 7

1 , 2 8 4

1 4

2 9
3 7
̶  
1 7 6

△ 1 , 3 5 1

1 5 9 , 6 0 0

（　　　　　　）

1 , 7 9 8
3 1 , 6 9 8

̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  

7 8 , 0 7 4

4 8 , 3 3 8

̶  
8 0 1

9 4 7

1 6

9
6 1
̶  
2 0 2

△ 1 , 3 7 4

1 6 0 , 5 7 4

2 , 5 7 0
3 , 0 8 1
̶  

5 0 , 3 1 4
3 2 4

2 3 , 2 7 6

1 1 6
3 , 5 2 2
3 9 , 8 5 0
2 , 8 6 1

4 2
7 6 8
̶  
1 8 0
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
4 6

6 3 0
4 8 6
̶  
̶  
1 6 7

1 3
̶  
̶  
0

△ 1 , 2 7 8

3 , 5 7 9
2 , 6 5 3
̶  

4 6 , 1 5 9
5 1 0

2 5 , 1 7 0

1 8 6
3 , 4 0 6
4 2 , 1 3 8
2 , 6 0 7

1 9
5 5 8
̶  
1 7 5
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
4 7

3 7 3
4 8 6
̶  
̶  
8 7

1 5
̶  
̶  
0

△ 1 , 3 2 7
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〈 純資産の部 〉

出 資 金

優 先 出 資 申 込 証 拠 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

処 分 未 済 持 分

自 己 優 先 出 資

自己優先出資申込証拠金

会員勘定合計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

普 通 出 資 金

優 先 出 資 金

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

　特 別 積 立 金

　（ … 積 立 金 ）

　当期未処分剰余金

　（又は当期未処理損失金）

科　　　目

〈 負債及び純資産勘定の部 〉 （単位：百万円）

預 金 積 金

譲 渡 性 預 金

借 用 金

売 渡 手 形

コ ー ル マ ネ ー

売 現 先 勘 定

債券貸借取引受入担保金

コマーシャル・ペーパー

外 国 為 替

そ の 他 負 債

賞 与 引 当 金

役 員 賞 与 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

特 別 法 上 の 引 当 金

繰 延 税 金 負 債

再評価に係る繰延税金負債

債 務 保 証

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

そ の 他 の 預 金

借 入 金

当 座 借 越

再 割 引 手 形

外 国 他 店 預 り

外 国 他 店 借

売 渡 外 国 為 替

未 払 外 国 為 替

未 決 済 為 替 借

未 払 費 用

給 付 補 填 備 金

未 払 法 人 税 等

前 受 収 益

払 戻 未 済 金

払 戻 未 済 持 分

職 員 預 り 金

先物取引受入証拠金

先 物 取 引 差 金 勘 定

借 入 商 品 債 券

借 入 有 価 証 券

売 付 商 品 債 券

売 付 債 券

金 融 派 生 商 品

金融商品等受入担保金

リ ー ス 債 務

資 産 除 去 債 務

そ の 他 の 負 債

金融商品取引責任準備金

令和５年度 科　　　目 令和５年度

負債の部合計

令和４年度 令和４年度

1 5 3 , 2 4 9

̶  
̶  

̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  

1 1 3

5 0
̶  
̶  
7 3
3
6

̶  

̶  
̶  
1 7 6

1 5 3 , 6 7 5

1 5 3 , 8 5 4

̶  
̶  

̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  

1 5 6

3 4
̶  
̶  
6 1
3
5

̶  

̶  
̶  
2 0 2

1 5 4 , 3 1 9

2 6 6

̶  
̶  

8 , 1 8 0

△　̶  
△　̶  

̶  
8 , 4 4 7

△  2 , 5 2 1
̶  
̶  

 △  2 , 5 2 1
5 , 9 2 5

1 5 9 , 6 0 0

2 6 6

̶  
̶  

7 , 9 3 2

△　̶  
△　̶  

̶  
8 , 1 9 9

△  1 , 9 4 3
̶  
̶  

 △  1 , 9 4 3
6 , 2 5 5

1 6 0 , 5 7 4

2 6 6
̶  

̶  
̶  

2 6 6
7 , 9 1 3
7 , 3 2 0
̶  

5 9 3

2 6 6
̶  

̶  
̶  

2 6 5
7 , 6 6 6
7 , 0 2 0
̶  

6 4 6

5 , 4 2 9
7 1 , 3 8 9
6 5 0
6 7

6 9 , 0 5 3
5 , 7 6 6
8 9 1

̶  
̶  
̶  

̶  
̶  
̶  
̶  

5 7
1 4
0
2
2 8
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
9

̶  

4 , 4 2 5
7 0 , 5 4 9
7 0 1
2 0 1

7 1 , 2 8 5
6 , 0 0 9
6 8 2

̶  
̶  
̶  

̶  
̶  
̶  
̶  

3 2
1 3
1
2 9
3 1
̶  
̶  
6
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
̶  
4 1

̶  



̶　　　　̶３８

〈注記事項〉〈注記事項〉

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

１０．

１１．

１２．

１３．

１４．

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については時価法（売却

原価は主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物付属設備を除く。）

並びに平成２８年４月１日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建　物　７年～３９年

　その他　２年～４５年　　　　

無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、

金庫内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある

債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の

処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を

計上しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店（営業関連部署）が資産査定を実施し、当該部署から独立した融資部（資

産監査部署）が査定結果を監査しております。

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認め

られる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は９３６百万円です。

賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上して

おります。

退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を

計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については

期間定額基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：その発生時の職員の平均残存期間内の一定の年数（１０年）による定額法により費用処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定率法により費用処理

当金庫は複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対

応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処理しており

ます。

なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次

のとおりであります。

①制度全体の積立状況に関する事項（令和５年３月３１日現在）

　　年金資産の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額　

　　差引額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和５年３月分）　　　０ .０９４８％

③補足説明

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１４７ ,９６９百万円［及び別途積立金５８ ,７１４百万円］

であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間１９年０月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の財務

諸表上、当該償却に充てられる特別掛金１８百万円を費用処理しております。

なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金

庫の実際の負担割合とは一致しません。

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末

までに発生していると認められる額を計上しております。

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発

生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。

偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

投資信託の解約・償還に伴う差損益については、投資信託の各銘柄ごとに「有価証券利息配当金」に計上しております。

なお、当事業年度は計上しておりません。

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を

及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

貸倒引当金

（1）当事業年度に係る計算書類に計上した額

貸倒引当金　１，３５１百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

１ ,６８０ ,９３７百万円

１ ,７７０ ,１９２百万円

△　　８９ ,２５５百万円
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１５．

１６．

１７．

１８．

１９．

２０．

２１．

（１）

（２）

（３）

①算出方法は、重要な会計方針として６．に記載しております。

②主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であります。「債務者区分に係る財務における貸出先

の将来の業績見通し」は、各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。

なお、個別貸出先の業況変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る計算書類における貸倒

引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。

理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額　９１９百万円

有形固定資産の減価償却累計額　１ ,７０５百万円

信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照

表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発

行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮

払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券

（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　　

危険債権額　　　　　　　　　　　　　　

三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　　　

貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　　　

合計額　　　　　　　　　　　　　　　　

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥

っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収

及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれら

に準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債

権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上

延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

手形割引は、業種別委員会実務指針第２４号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、

商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その

額面金額は、１１６百万円であります。

担保に供している資産は、次のとおりであります。

内国為替、敦賀市公金取扱事務等の取引の担保として、預け金　２ ,０００百万円

日銀歳入代理事務の担保として、貸借対照表計上額で有価証券　１０２百万円

また、その他の資産には、保証金２１百万円が含まれております。

出資１口当たりの純資産額  １１ ,１１０円３６銭

金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取組方針

金融商品の内容及びそのリスク

金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

②市場リスクの管理

（ⅰ）金利リスクの管理

当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。このため、金利変動による不利な影響

が生じないように、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）を行っております。

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。また、有価証券は、主に債券、投資信託及び

株式であり、満期保有目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。

これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されております。

当金庫は、当金庫貸付事務取扱規程及び信用リスク管理規程等に従い、貸出金について個別案件ごとの与信審査、与信限度額、

信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。

これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、また、定期的に開催される経営陣による融資常務会において審議・

報告を行っております。また、理事会では大口貸出案件の審議を行うほか、大口貸出状況等与信管理に係る重要事項について

報告を行っております。

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引を内包する債券におけるカウンターパーティーリスクに関しては、総

務部及び総合企画室において信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。

当金庫は、ＡＬＭによって金利変動リスクを管理しております。リスクに関する規程・要領において、リスク管理方法や手続

き等の詳細を明記しており理事会において決定されたリスク管理に関する方針に基づきＡＬＭ会議・リスク管理会議におい

て実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っております。

日常的には総合企画室において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等により

モニタリングを行い、月次・四半期ベースでＡＬＭ会議・リスク管理会議に報告を行っております。

１，０８８百万円

１，２６７百万円

－百万円

１３百万円

２，３６９百万円



̶　　　　̶４０

（４）

２２．

（注１）　　

（ⅱ）為替リスクの管理

（ⅲ）価格変動リスクの管理

（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報

③資金調達に係る流動性リスクの管理

金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価等に関する事項

　金融商品の時価等の評価技法（算定方法）

金融資産

（1）預け金

（2）有価証券

（3）貸出金

当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別案件ごとに管理しております。

有価証券の保有は、資金運用基準に基づき行われております。購入に当たっては事前審査、購入限度額の設定のほか継続的な

モニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っております。

当金庫で保有している有価証券の多くは純投資を目的としており、発行体の市場環境や財務状況などをモニタリングしており

ます。

これらの情報は総務部・総合企画室を通じ、常務会・ＡＬＭ会議・リスク管理会議において随時及び定期的に報告を行っており

ます。

当金庫では、「預け金」「有価証券」「貸出金」「預金積金」の市場リスク量をＶａＲにより月次で計測し、取得したリスク量がリスク

限度額の範囲内となるよう管理しております。

当金庫のＶａＲは共分散行列法（保有期間１２０日、信頼区間９９％、観測期間５年）により算出しており、令和６年３月３１日（当

事業年度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で２ ,８８７百万円です。

なお、当金庫では算出したＶａＲ（保有期間１日、信頼区間９９％、観測期間５年）と実際の損益を比較するバックテスティングを

有価証券に対して実施しており計測手法の有効性を確認しております。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算

出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスク

は捕捉できない場合があります。

当金庫の資金調達手段は主としてお客様からの預金であり、他の手段による調達は必要性がないため考慮しておりません。日々

の預金残高や大口入出金情報、預け金及び有価証券残高管理により資金繰りを含めた流動性管理を行っております。

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ

ともあります。

なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け

金については、残存期間に基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引いた現在価値を算定し

ております。

株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、投資信託は取引所の

価格又は公表されている基準価格及び取引金融機関から提示された基準価格によっております。

なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記事項については２３．から２５．に記載しております。

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、

時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間

に基づく区分ごとに元利金の合計額を市場金利で割り引いて時価を算定しております。また、当金庫が行う貸出金においての信

用スプレッド相当額として、自己査定の結果に基づく貸倒引当金を控除し、当該価額をもって時価としております。

30 , 6 3 4

6 , 76 6
7 2 , 76 4
4 6 , 3 51
△1 , 3 51
4 5 , 0 0 0
15 5 , 16 4
15 3 , 2 4 9
15 3 , 2 4 9

貸借対照表計上額

30 , 6 2 8

6 , 211
7 2 , 76 4

－
－

4 5 , 5 2 9
15 5 , 13 2
15 3 , 14 6
15 3 , 14 6

時　価

△6

△55 4
－
－
－

52 9
△31
△10 2
△10 2

差　額

（単位：百万円）

（１）預け金
（２）有価証券
　　　　満期保有目的の債券
　　　　その他有価証券
（３）貸出金（＊１）
　　　　貸倒引当金（＊２）

　 　 　 　 金 融 資 産 計
（１）預金積金
　 　 　 　 金 融 負 債 計

（＊１）預け金、貸出金、預金積金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」が含まれております。
（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

令和６年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります（時価等の評価技法（算定方法）に

ついては（注１）参照）。なお、市場価格のない株式等及び出資金は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
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金融負債

（1）預金積金

　市場価格のない株式等及び出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　有利子負債の決算日後の返済予定額

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」、「地方債」、「短期社債」、「社債」、「株

式」、「その他の証券」が含まれております。以下、２８．まで同様であります。

満期保有目的の債券

（注２）　  

（注３）　  

　  

（注４）　  

２３．

－
－
－
－

4 0 0
4 0 0
－
－
－
－

6 , 3 6 6
6 , 3 6 6
6 , 7 6 6

－
－
－
－

4 0 0
4 0 0
－
－
－
－

5 , 8 1 0
5 , 8 1 0
6 , 2 1 1

－
－
－
－
0
0
－
－
－
－

△5 5 5
△5 5 5
△5 5 4

貸借対照表計上額種　類 時　価 差　額

（単位：百万円）

時価が貸借対照表計上額を超え

るもの

時価が貸借対照表計上額を超え

ないもの

合 計

国債

地方債

短期社債

社債

その他

　小　計

国債

地方債

短期社債

社債

その他

　小　計

11 , 7 4 0

7 0 0
2 3 , 5 2 7
1 4 , 0 7 7
5 0 , 0 4 4

１年超５年以内

5 , 0 0 0

5 6 7
2 , 2 0 0
9 , 1 2 2
1 6 , 8 8 9

１年以内

5 , 5 0 0

1 , 7 9 9
2 9 , 0 6 3
1 0 , 1 5 3
4 6 , 5 1 6

５年超１０年以内

1 , 5 0 0

3 , 7 0 0
1 9 , 3 9 2
9 , 2 7 1
3 3 , 8 6 3

１０年超

（単位：百万円）

預け金
有価証券
　満期保有目的の債券
　その他有価証券のうち満期があるもの
貸出金（＊）
　　　　　　合　　　計

（＊）貸出金のうち、償還予定額が見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期性預金の時価は、

一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を

受け入れる際に使用する利率を用いております。

区　　　　分

3 5
7 6 8
1

8 0 4

貸借対照表計上額

（単位：百万円）

非上場株式（＊１）
信金中央金庫出資金（＊２）

その他出資金（＊２）

　　　　　　合　　　　計

9 , 1 8 8
9 , 1 8 8

１年超５年以内

1 4 4 , 0 4 0
1 4 4 , 0 4 0

１年以内

0
0

５年超１０年以内

2 0
2 0

１０年超

（単位：百万円）

預金積金（＊）
　　　　　　合　　　計

（＊）預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めております。

（＊１）

（＊２）

非上場株式及び信金中央金庫出資金については、企業会計基準適用指針第１９号「金融商品の時価等の開示に関する
適用指針」（令和２年３月３１日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
出資金については、企業会計基準適用指針第３１号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（令和元年７月４日）
第２７項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。



̶　　　　̶４２

その他有価証券

当事業年度中に売却したその他有価証券

減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著し

く下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額

とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

当事業年度における減損処理額は、２３百万円（うち、株式２３百万円）であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を、①時価が取得原価又は償却原価（以下「取得原価等」という。）の５０％相

当額を下回った場合（損失率５０％以上）②時価が取得原価等の７０％相当額を下回った場合（損失率３０％以上）に分け、①は評価

差額を減損処理し②は当庫「資産査定基準（有価証券・その他の資産）」に規定した時価の回復の可能性の判断基準に基づき、回復の

可能性がないものについて減損処理を行うこととしております。

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件

について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、

１６，５６２百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが ６，４６２百万円あります。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャ

ッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由が

あるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。

また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている金庫内手続に基づき

顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

２４．

２５．

２６．

4 0 6
1 , 2 8 9
8 6 6
－
－

4 2 2
1 , 8 3 0
3 , 5 2 6

売　却　額種　　　　　類

9 1
2 7
1 3
－
－
1 4
1 2 0
2 3 9

売却益の合計額

－
2 3
1 7
－
－
5
2 2
4 6

売却損の合計額

（単位：百万円）

株式

債券

　国債

　地方債

　短期社債

　社債

その他

　　　合　　　計

15 3
7 , 9 6 5

－
2 , 0 4 9

－
5 , 9 1 6
5 , 0 6 0
1 3 , 1 8 0
1 3 5

4 7 , 9 9 9
2 , 5 7 0
1 , 0 3 1

－
4 4 , 3 9 7
1 1 , 4 4 8
5 9 , 5 8 4
7 2 , 7 6 4

1 2 9
7 , 8 8 2

－
2 , 0 2 9

－
5 , 8 5 2
4 , 8 9 9
1 2 , 9 1 0
1 4 1

4 9 , 8 9 6
2 , 8 7 3
1 , 0 6 7

－
4 5 , 9 5 4
1 2 , 3 3 7
6 2 , 3 7 5
7 5 , 2 8 6

2 4
8 3
－
1 9
－
6 3
1 6 1
2 6 9
△5

△1 , 8 9 6
△ 3 0 3
△3 6
－

△1 , 5 5 6
△ 8 8 8

△2 , 7 9 1
△ 2 , 5 2 1

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

合 計

株式

債券

　国債

　地方債

　短期社債

　社債

その他

　小　計

株式

債券

　国債

　地方債

　短期社債

　社債

その他

　小　計

貸借対照表計上額種　類 取得原価 差　額

（単位：百万円）



̶　　　　̶４３

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

　繰延税金資産　

　　貸倒引当金及び貸出金償却額　　　　　　　　　　　　　５３６百万円

　　減価償却損金算入限度超過額　　　　　　　　　　　　　　５５百万円

　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７０百万円

　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　　　　　　　１ , ３６２百万円

　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額　　　△１ , ３１７百万円

　評価性引当額小計　　　　　　　　　　　　　　　　△１ , ３１７百万円

　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５百万円

　繰延税金負債

　　前払年金費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８百万円

　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８百万円

　　繰延税金資産の純額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７百万円

２７．



̶　　　　̶４４

損 益 計 算 書
（単位：百万円）

科　　　　　目 令和５年度

経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

貸 出 金 利 息

預 け 金 利 息

買 入 手 形 利 息

コ ー ル ロ ー ン 利 息

買 現 先 利 息

債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息

有 価 証 券 利 息 配 当 金

金 利 ス ワ ッ プ 受 入 利 息

そ の 他 の 受 入 利 息

受 入 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 収 益

外 国 為 替 売 買 益

商 品 有 価 証 券 売 買 益

国 債 等 債 券 売 却 益

国 債 等 債 券 償 還 益

金 融 派 生 商 品 収 益

そ の 他 の 業 務 収 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 益

償 却 債 権 取 立 益

株 式 等 売 却 益

金 銭 の 信 託 運 用 益

そ の 他 の 経 常 収 益

預 金 利 息

給 付 補 填 備 金 繰 入 額

譲 渡 性 預 金 利 息

借 用 金 利 息

売 渡 手 形 利 息

コ ー ル マ ネ ー 利 息

売 現 先 利 息

債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息

コマーシャル・ペーパー利息

金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息

そ の 他 の 支 払 利 息

支 払 為 替 手 数 料

そ の 他 の 役 務 費 用

令和４年度

1 , 9 1 8

1 , 4 6 8

1 8 5

3 4

2 2 9

1 , 6 1 7

6

1 2 2

1 , 8 2 9

1 , 4 4 5

1 8 7

8 6

1 1 0

1 , 5 7 1

6

1 2 3

7 3 6

7 0

̶  

̶  

̶  

̶  

6 4 7

̶  

1 3

8 5

9 9

1

̶  

2 7

̶  

̶  

5

1 5

2

2 1 1

̶  

0

5

0

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

1 7

1 0 4

7 3 4

5 9

̶  

̶  

̶  

̶  

6 3 7

̶  

1 3

8 5

1 0 2

0

̶  

5 5

̶  

̶  

3 0

̶  

0

1 0 8

̶  

1

5

0

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

̶  

1 8

1 0 5



̶　　　　̶４５

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
出資１口当たり当期純利益金額４８０円２６銭。

（ 注 ）１．
２．

科　　　　　目

（単位：百万円）

令和５年度

経 常 利 益 　

特 別 利 益

特 別 損 失

税引前当期純利益　　　　

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益 　

繰 　 越 　 金

… 積 立 金 取 崩 額

当期未処分剰余金　　　　

そ の 他 業 務 費 用

経 費

そ の 他 経 常 費 用

外 国 為 替 売 買 損

商 品 有 価 証 券 売 買 損

国 債 等 債 券 売 却 損

国 債 等 債 券 償 還 損

国 債 等 債 券 償 却

金 融 派 生 商 品 費 用

そ の 他 の 業 務 費 用

人 件 費

物 件 費

税 金

貸 倒 引 当 金 繰 入 額

貸 出 金 償 却

株 式 等 売 却 損

株 式 等 償 却

金 銭 の 信 託 運 用 損

そ の 他 資 産 償 却

そ の 他 の 経 常 費 用

固 定 資 産 処 分 益

負 の の れ ん 発 生 益

金融商品取引責任準備金取崩額

そ の 他 の 特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 損

減 損 損 失

金融商品取引責任準備金繰入額

そ の 他 の 特 別 損 失

（又は経常損失）

（又は税引前当期純損失）

（又は当期純損失）

（当期首残高）

（又は当期未処理損失金）

令和４年度

4 3

1 , 2 1 9

2 2 6

0

　

0

　

3 0 0

1 9

2 4

4 4

2 5 6

　 3 3 7

̶  

5 9 3

1 1 9

1 , 1 4 3

1 7 9

̶  

　

1

　

2 5 6

5 0

1 4
6 5

1 9 1

4 5 5

　 ̶  

6 4 6

̶  

̶  

4 3

̶  

̶  

̶  

0

7 5 3

3 9 0

7 5

̶  

̶  

3

2 3

̶  

̶  

1 9 9

3 0 0

0

　 　 ̶  

　 ̶  

̶  

0

̶  

　 ̶  

̶  

̶  

̶  

5 4

̶  

6 5

̶  

0

7 0 4

3 9 5

4 3

1 7 0

0

̶  

5

̶  

̶  

3

2 5 8

̶  

　 　 ̶  

　 ̶  

̶  

1

̶  

　 ̶  

̶  



̶　　　　̶４６

◆税効果会計

　適用時期は「税効果会計に関する実務指針」に基づいて、平成１１年４月１日以

後に開始する事業年度より強制適用されております。

　会計上と税務上で収益・費用または資産・負債の確認時点の相違から金額に差異

がある場合、これまではその差額の税額への影響が貸借対照表、損益計算書に反映

されませんでした。税効果会計が適用されることにより当期の納付すべき法人税等

が適切に計上されます。

　税効果相当額（会計上と税務上の差額に実効税率を乗じた金額）は、将来の納付

税額の計算上減額されることとなるため、その原因の生じた当期に「繰延税金資

産」を計上するとともに、損益計算書に「法人税等調整額」として法人税等から減

額することとなっています。

イ．

ロ．

ハ．

信用金庫法第３８条の２第３項の規定に基づき、第９３期事業年度の計算書類、

即ち、貸借対照表、損益計算書並びにその付属明細書について、ＥＹ新日本

有限責任監査法人の監査を受け、適法である旨の監査報告書をいただいてお

ります。

記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。（ 注 ）

科　　　　　目 令和５年度令和４年度

当 期 未 処 分 剰 余 金

積 立 金 取 崩 額

剰 余 金 処 分 額

繰 　　越 　　金 　（ 当 期 末 残 高 ）

利 益 準 備 金

出 資 に 対 す る 配 当 金

特 別 積 立 金

剰余金処分計算書
（単位：百万円）

　令和５年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下

「財務諸表」という。）の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性を

確認しております。

令和６月６月１７日

敦賀信用金庫

　　　　　理事長

5 9 3

̶  

2 0 7

3 8 5

6 4 6

̶  

3 0 8

3 3 7

島崎  利治

 

̶  

7

2 0 0

 

1

7

3 0 0



̶　　　　̶４７

※

科目別預金残高（平均残高）

定期預金金利区分別残高（期末残高）

預金者別預金残高（期末残高）

事業の状況

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）

（単位：百万円）

令和５年度

科　　　　　　目

区　　　　　　分

区　　　　　　分

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

そ の 他 の 預 金

（ 流 動 性 預 金 ）

定 期 預 金

定 期 積 金

（ 定 期 性 預 金 ）

合　　　計

譲 渡 性 預 金

固 定 金 利 定 期 預 金

変 動 金 利 定 期 預 金

そ の 他 の 定 期 預 金

合　　　計

個 人

一 般 法 人

金 融 機 関 ・ 公 金

合　　　計

本ページ以降の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

預　金

令和５年度 （構成比）

令和５年度 （構成比）

令和４年度

令和４年度 （構成比）

令和４年度 （構成比）

（　　　　）

（　　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　　）

71 , 2 7 3

1 1

̶

7 1 , 2 8 5

4 , 5 1 1

7 0 , 5 1 4

6 8 9

1 9 1

5 2 9

7 6 , 4 3 6

7 1 , 9 6 4

5 , 8 9 7

7 7 , 8 6 1

1 5 4 , 2 9 8

̶

1 1 8 , 8 1 9

2 7 , 1 2 2

7 , 9 1 2

1 5 3 , 8 5 4

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　）

（　　　　）

　当期の預金は、個人定期性預金が前期比１，４８０百万円減少しましたが、同普通預金が前期比

１，１２４百万円増加したことから、全体では前期比６８百万円の減少に止まりました。

　また、一般法人預金において流動性預金の増加により前期比４３４百万円の増加、公金預金は

流動性預金、定期性預金共に減少し前期比１，０３４百万円の減少、法人預金全体では前期比５３

８百万円減少しました。

　以上から、期末残高は１５３，２４９百万円、前期比△６０５百万円、０．３９％の減少となりま

した。

（　　　　）

（　　　　）

69 , 0 4 2

1 0

̶

6 9 , 0 5 3

4 , 7 7 0

7 1 , 9 1 8

6 8 2

5 7

5 6 2

7 7 , 9 9 1

7 0 , 1 5 7

5 , 9 4 3

7 6 , 1 0 0

1 5 4 , 0 9 2

̶

3.0

46.6

0.4

0.0

0.3

50.6

45.5

3.8

49.3

100.0

1 1 8 , 7 5 1

2 7 , 5 5 6

6 , 9 4 1

1 5 3 , 2 4 9

77.4

17.9

4.5

100.0

2.9

45.6

0.4

0.1

0.3

49.5

46.6

3.8

50.4

100.0

77.2

17.6

5.1

100.0



̶　　　　̶４８

令和５年度

令和５年度

割 引 手 形

手 形 貸 付

証 書 貸 付

当 座 貸 越

合　　　計

設 備 資 金

運 転 資 金

合　　　計

消 費 者 ロ ー ン

住 宅 ロ ー ン

カ ー ド ロ ー ン

合　　　計

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円・％）

科目別貸出残高（平均残高）

貸出金使途別残高（期末残高）

消費者ローン・住宅ローン（期末残高）

令和５年度 （構成比）区　　　　　　分

種　　　　　　別

科　　　　　　目

貸出金

（単位：百万円）貸出金担保種類別残高（期末残高）

令和５年度

当 金 庫 預 金 積 金

有 価 証 券

動 産

不 動 産

そ の 他

小　　　計

信 用 保 証 協 会 ・ 信 用 保 険

保 証

信 用

合　　　計

債 務 保 証 見 返

種　　　　　　別

令和４年度

令和４年度

令和４年度 （構成比）

令和４年度

2 , 3 5 2

1 1 , 2 2 2

4 1 2

1 3 , 9 8 6

2 0 2

3 , 0 3 0

4 2 , 2 7 8

2 , 2 4 4

4 7 , 7 5 4

2 1 , 9 2 7

2 6 , 4 1 1

4 8 , 3 3 8

（　　　）

（　　　）

（　　　　）

3 0 7

̶

̶

7 , 3 6 6

̶

7 , 6 7 3

1 3 , 4 7 6

5 , 8 7 1

2 1 , 3 1 8

4 8 , 3 3 8

2 0 2

（　　　）

（　　　）

（　　　　）

　当期の貸出金は、事業性において、その他サービスが１９８百万円（１９．８％）増加、飲食

業が１８１百万円（１１．４％）増加、運輸業・郵便業が１５２百万円（１３．５％）増加した

ものの、建設業が５００百万円（６．３％）減少、金融業・保険業が４４７百万円（２３ . ９％）

減少、宿泊業が２７５百万円（３９．６％）減少したこと等から、事業性全体では１，０９３百

万円（３．９％）減少しました。

　貸出金全体では、事業性が１，０９３百万円（３．９％）減少、地方公共団体が５６５百万円

（１１．１％）減少、個人が３２８百万円（２．２％）減少したことから、全体では、１，９８７

百万円（４．１％）の減少となりました。

2 , 3 1 1

1 1 , 0 1 0

4 3 2

1 3 , 7 5 3

1 5 9

3 , 3 1 9

4 1 , 5 0 0

2 , 5 8 4

4 7 , 5 6 2

2 1 , 6 7 1

2 4 , 6 8 0

4 6 , 3 5 1

46.8

53.2

100.0

2 9 7

̶

̶

7 , 6 3 5

̶

7 , 9 3 2

1 2 , 5 7 5

6 , 0 7 7

1 9 , 7 6 7

4 6 , 3 5 1

1 7 6

45.4

54.6

100.0



̶　　　　̶４９

（単位：百万円）代理貸付残高（期末残高）

（単位：百万円）貸出金金利別残高（期末残高）

令和５年度

令和５年度

固 定 金 利 貸 出 金

変 動 金 利 貸 出 金

合　　　計

信 金 中 央 金 庫

日 本 政 策 金 融 公 庫

独立行政法人住宅金融支援機構

独立行政法人 福祉医療機構

合　　　計

区　　　　　　分

区　　　　　　分

（単位：先・百万円・％）

令和５年度

製造業

農業・林業

漁　業

鉱業・採石業・砂利採取業

建設業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業・郵便業

卸売業・小売業

金融業・保険業

不動産業

物品賃貸業

学術研究・専門・技術サービス業

宿泊業

飲食業

生活関連サービス業・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

その他サービス

小　　　　計

地方公共団体

個　人

合　　　　計

業 種 区 分

※ 以下の項目は内容が重複するため「単体における事業年度の開示事項」に掲載いたしました。

・「貸倒引当金期末残高及び期中増減額」は
　後掲の「信用リスクに関する事項　一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額」を、
・「貸出金償却額」は、
　後掲の「信用リスクに関する事項　業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等」を、ご覧ください。

貸出先数 貸出金残高 構成比

業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合（期末先数・期末残高）

業種別区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。（ 注 ）

令和４年度

貸出先数 貸出金残高

令和４年度

令和４年度

構成比

2

2 3

1 , 4 3 5

6

1 , 4 6 6

0

1 2

1 , 3 1 4

5

1 , 3 3 1

2 0 , 6 9 3

2 7 , 6 4 5

4 8 , 3 3 8

1 9 , 0 4 1

2 7 , 3 1 0

4 6 , 3 5 1

60

7

2

̶ 

255

3

4

21

151

9

63

8

17

15

99

51

3

29

44

841

6

3,070

3,917

2,614

219

4

̶ 

7,471

4

22

1,276

4,160

1,423

4,156

220

592

419

1,771

637

41

854

1,197

27,080

4,519

14,752

46,351

5.6

0.5

0.0

̶ 

16.1

0.0

0.1

2.8

9.0

3.1

9.0

0.5

1.3

0.9

3.8

1.4

0.1

1.8

2.6

58.4

9.7

31.8

100.0

66

6

2

̶ 

238

2

4

22

158

10

62

7

16

17

93

48

3

28

45

827

6

3,153

3,986

2,714

206

6

̶ 

7,971

6

20

1,124

4,392

1,870

4,088

181

610

694

1,590

680

50

972

999

28,173

5,084

15,080

40,338

5.6

0.4

0.0

̶ 

16.5

0.0

0.1

2.3

9.1

3.9

8.5

0.4

1.3

1.4

3.3

1.4

0.1

2.0

2.1

58.3

10.5

31.2

100.0



̶　　　　̶５０

「金融再生法開示債権」とは、貸出金と債務保証見返、未収利息及びこれらに関する仮払金が対

象です。

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破

綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。

「危険債権」とは、債務者が経営破綻状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、

契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権です。

「要管理債権」とは、自己査定において要注意先に区分された債務者に対する債権のうち、「三月

以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。

「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸

出金で「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」並びに「危険債権」に該当しない貸出金です。

「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の支払猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金

で「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」並びに「三月以上延滞債権」に該当しな

い貸出金です。

「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権

及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。

なお、上記債権額は、担保処分による回収見込額、保証による回収が可能と認められる額やすで

に引き当てている個別貸倒引当金を控除する前の金額であり、全てが損失となるものではあり

ません。

「担保・保証額」は自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が

可能と認められる額の合計です。

（ 注 ）

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

表 示 区 分 令和５年度令和４年度

1 , 148

1 , 375

14

-

14

2 , 537

46 , 040

48 , 578

1 , 132

1 , 321

5

2 , 459

96 . 92%

5 . 22%

前 期 比

① 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

② 危険債権   

③ 要管理債権   

　　　三月以上延滞債権

　　　貸出条件緩和債権

小計                           （A）＝①+②+③

正常債権  

総与信額　　　　　　（B）  

(Ａ)に対する担保・保証等  

貸倒引当金
　 個別貸倒引当金

　　　　　　 一般貸倒引当金 

保　全　額　　　　　（C）  

保　全　率　　　　　（D）＝（C）／（A）

不良債権比率　　　　（E）＝（A）／（B） 

（単位:百万円）

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）
及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

1 , 088

1 , 267

13

-

13

2 , 369

44 , 193

46 , 562

1 , 029

1 , 272

3

2 , 305

97 . 33%

5 . 09%

△ 160

△ 107

 0

-

0

△ 168

△ 1 , 847

△ 2 , 016

△ 103

△ 48

△ 1

△ 153

0 . 41%

△ 0 . 13%



̶　　　　̶５１

有価証券の残存期間別残高

有価証券

１年以内

（単位：百万円）

残高（貸借対照表価額） １年超　
３年以内

３年超　
５年以内

５年超　
７年以内

７年超　
１０年以内 １０年超

令和４年度

4 , 3 5 1
2 , 6 2 8
̶  

4 4 , 8 3 5
5 4 4

1 9 , 8 6 6
5 , 9 7 4
7 8 , 1 9 9

̶

̶

97

300

500

898

̶

499

1,296

1,796

82

2,776

̶

̶

117

99

4,419

4,637

̶

299

2,209

2,508

81

7,227

̶ 

̶ 

170

399

8,767

9,338

̶

395

2,288

2,684

6

12,029

̶ 

207

30

̶ 

8,056

8,087

̶ 

193

2,429

2,622

811

11,728

̶ 

203

̶ 

96

15,386

15,482

̶ 

188

1,364

1,553

213

17,453

3,579

2,242

803

̶ 

6,911

7,715

̶ 

100

8,567

8,667

̶

22,204

̶ 

̶ 

̶ 

̶ 

̶ 

̶ 

510

̶ 

̶ 

̶ 

4,142

4,653

3,579

2,653

1,220

895

44,043

46,159

510

1,676

18,155

19,831

5,338

78,074

期間の定め
のないもの 合　計

令和５年度

国 債

地 方 債

社 債 計

株 式

外 国 証 券 計

そ の 他

　 合 計

公団・公社債

金融債

事業債

外国証券（円貨債）

外国証券（ユーロ円債）

１年以内

（単位：百万円）

残高（貸借対照表価額） １年超　
３年以内

３年超　
５年以内

５年超　
７年以内

７年超　
１０年以内 １０年超 期間の定め

のないもの 合　計

令和４年度

国 債

地 方 債

社 債 計

株 式

外 国 証 券 計

そ の 他

　 合 計

公団・公社債

金融債

事業債

外国証券（円貨債）

外国証券（ユーロ円債）

有価証券の種類別の平均残高 （単位：百万円）

種　　　　　別

国 債

地 方 債

短 期 社 債

社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

　 合 計 　

令和５年度

商品有価証券の種類別の平均残高
　該当する取引はありません。

̶

̶

̶

99

1,603

1,702

̶

̶

1,067

1,067

̶

2,769

̶

̶

̶

̶

6,386

6,386

̶

398

2,136

2,535

̶

8,922

̶ 

̶ 

103

795

10,898

11,797

̶

392

2,599

2,992

354

15,144

̶ 

306

̶ 

̶ 

8,896

8,896

̶ 

̶ 

1,966

1,966

750

11,920

̶ 

699

294

192

14,194

14,682

̶ 

188

1,576

1,764

̶ 

17,146

2,570

2,075

687

̶ 

6,160

6,848

̶ 

̶ 

8,187

8,187

̶

19,681

̶ 

̶ 

̶ 

̶ 

̶ 

̶ 

324

̶ 

̶ 

̶ 

3,657

3,982

2,570

3,081

1,085

1,085

48,140

50,314

324

979

17,533

18,513

4,762

79,566

2 , 9 8 3
3 , 0 2 7
̶  

5 0 , 7 2 6
3 3 8

1 9 , 6 7 3
5 , 1 7 2
8 1 , 9 2 2



̶　　　　̶５２

（単位：百万円）

令和５年度

貸借対照表計上額

時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券

非 上 場 株 式

（注）　１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　　２．上記の「その他」は、外国証券です。
　　　３．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

満期保有目的の債券
令和５年度

時　価
種　　別 貸借対照

表計上額 差　額

（単位：百万円）

そ の 他

小 　 計

そ の 他

小 　 計

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

（注）　１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　　２．上記の「その他」は、外国証券および投資信託等です。
　　　３．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

その他有価証券
令和５年度

取得原価
種　　別 貸借対照

表計上額 差　額

（単位：百万円）

株 　 式

債 　 券

そ の 他

小 　 計

国　債

地方債

短期社債

社　債

貸借対照表

計上額が取

得原価を超

えるもの

株 　 式

債 　 券

そ の 他

小 　 計

国　債

地方債

短期社債

社　債

貸借対照表

計上額が取

得原価を超

えないもの

合 　 　 計

合 　 　 計

合 　 　 計

売買目的有価証券
　該当する取引はありません。

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの
　該当する取引はありません。

規則第１０２条第１項第５号に掲げる取引
　該当する取引はありません。

令和４年度

貸借対照表計上額

令和４年度

時　価貸借対照
表計上額 差　額

令和４年度

取得原価貸借対照
表計上額 差　額

1 0 0
1 0 0

5 , 8 9 5
5 , 8 9 5
5 , 9 9 5

1 0 0
1 0 0

6 , 3 7 6
6 , 3 7 6
6 , 4 7 6

0
0

△ 4 8 0
△ 4 8 0
△ 4 8 0

1 8 7
1 0 , 6 0 7
5 7 3

1 , 8 3 4
－  

8 , 1 9 9
4 , 6 9 7
1 5 , 4 9 1
2 8 9

4 2 , 9 9 0
3 , 1 6 9
8 1 0
－  

3 9 , 0 1 0
1 4 , 7 3 4
5 8 , 0 1 4
7 3 , 5 0 6

2 2 9
1 0 , 7 5 0
5 7 9

1 , 8 6 0
－  

8 , 3 0 9
4 , 9 0 3
1 5 , 8 8 3
2 4 5

4 1 , 6 4 2
3 , 0 0 0
7 9 2
－  

3 7 , 8 5 0
1 3 , 7 9 0
5 5 , 6 7 9
7 1 , 5 6 2

4 2
1 4 2
5
2 6
－  
1 1 0
2 0 6
3 9 1
4 3

1 , 3 4 8
1 6 9
1 8
－  

1 , 1 6 0
9 4 3

2 , 3 3 5
1 , 9 4 3

△

△

△

△

△

△

△

△

3 5
3 5

4 0 0
4 0 0

5 , 8 1 0
5 , 8 1 0
6 , 2 1 1

4 0 0
4 0 0

6 , 3 6 6
6 , 3 6 6
6 , 7 6 6

0
0

△ 5 5 5
△ 5 5 5
△ 5 5 4

1 2 9
7 , 8 8 2
－  

2 , 0 2 9
－  

5 , 8 5 2
4 , 8 9 9
1 2 , 9 1 0
1 4 1

4 9 , 8 9 6
2 , 8 7 3
1 , 0 6 7
－  

4 5 , 9 5 4
1 2 , 3 3 7
6 2 , 3 7 5
7 5 , 2 8 6

1 5 3
7 , 9 6 5
－  

2 , 0 4 9
－  

5 , 9 1 6
5 , 0 6 0
1 3 , 1 8 0
1 3 5

4 7 , 9 9 9
2 , 5 7 0
1 , 0 3 1
－  

4 4 , 3 9 7
1 1 , 4 4 8
5 9 , 5 8 4
7 2 , 7 6 4

2 4
8 3
－  
1 9
－  
6 3
1 6 1
2 6 9
5

1 , 8 9 6
3 0 3
3 6
－  

1 , 5 5 6
8 8 8

2 , 7 9 1
2 , 5 2 1

△

△

△

△

△

△

△

△

3 5
3 5



̶　　　　̶５３

金銭の信託

　退職給付会計は、退職給付の支給方法や退職給付の積立方法の違いに関係なく、一定
期間の労働対価等の事由に基づき、企業が将来負担すべき退職給付額のうち、期末まで
に発生している部分を退職給付に関する債務として財務諸表に計上するものです。

２．退職給付債務に関する事項

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（Ｆ）

（Ａ－Ｂ－Ｃ－Ｄ－Ｅ－Ｆ）

（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）

（Ｅ）

（Ｆ）

（Ｇ）

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）

区　　　　　　分

（単位：千円）

退職給付債務

年金資産

前払年金費用

未認識過去勤務債務

未認識数理計算上の差異

その他（会計基準変更時差異の未処理額）

退職給付引当金

３．退職給付費用に関する事項

令和５年度令和４年度

令和４年度

令和４年度

5 1 1 , 1 5 0
6 2 5 , 1 6 8
△  9 , 0 4 5
△  4 9 , 4 0 2
△  5 5 , 5 7 0

̶　
̶　

2 9 , 5 8 5
1 , 6 9 9

△  1 0 , 7 2 8
△  6 , 4 4 3
△  1 3 , 3 9 5

̶　
̶　
7 1 7

0 . 2 8 %
1 . 5 0 %

令和５年度

令和５年度

区　　　　　　分

（単位：千円）

勤務費用

利息費用

期待運用収益

過去勤務債務の費用処理額

数理計算上の差異の費用処理額

会計基準変更時差異の費用処理額

その他（臨時に支払った割増退職金等）

退職給付費用

１．採用している退職給付制度の概要

４．退職給付債務の計算の基礎に関する事項

期 間 定 額 基 準

５年

１０年

１０年

（発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の　
　年数による定率法により、翌期から費用処理する）

（発生年度の職員の平均残存期間内の一定の年数
　による定額法による）

区　　　　　　分
摘　　　　　要

割引率

期待運用収益率

退職給付見込額の期間配分方法

過去勤務債務の額の処理年数

数理計算上の差異の処理年数

会計基準変更時差異の処理年数

①

②

③

④

⑤

⑥

退職給付会計

１．運用目的の金銭の信託

　該当する取引はありません。

２．満期保有目的の金銭の信託

　該当する取引はありません。

３．その他の金銭の信託

　該当する取引はありません。

5 0 5 , 9 1 2
7 1 4 , 5 2 2

△  2 9 , 9 9 4
△  4 2 , 9 5 8
△  1 3 5 , 6 5 7

̶　
̶　

2 5 , 4 3 4
3 , 1 1 8

△  9 , 3 7 7
△  6 , 4 4 3
△  1 1 , 4 4 7

̶　
̶　

1 , 2 8 3

0 . 6 1 %
1 . 5 0 %



̶　　　　̶５４

損益の状況

業務粗利益 （単位：百万円）

区　　　　　　分 令和５年度

資 金 運 用 収 支

役 務 取 引 等 収 支

そ の 他 業 務 収 支

業 務 粗 利 益

業 務 粗 利 益 率

資 金 運 用 収 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 収 益

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 業 務 費 用

令和５年度

（単位：％）利益率

（注）総資産経常（当期純）利益率＝経常（当期純）利益÷総資産（除く債務保証見返）平均残高×１００

令和４年度

令和４年度

1 , 4 3 8

1 , 4 4 5

6

6 4

1 8 7

1 2 3

△  3 3

8 6

1 1 9

1 , 4 6 9

0 . 9 1 %

0 . 1 5

0 . 1 1

項　　　　　　目

総 資 産 経 常 利 益 率

総 資 産 当 期 純 利 益 率

令和５年度

（単位：千円）業務純益

令和４年度

4 3 5 , 9 5 8

3 2 7 , 9 3 6

3 9 2 , 6 0 4

3 9 2 , 6 0 4

業務純益

実質業務純益

コア業務純益

コア業務純益（投資信託解約損益を除く。）

（注）　１．「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用（令和元年度―千円、令和２年度―千円）を控除して表示し
             ております。
　　　２．業務粗利益率＝業務粗利益÷資金運用勘定平均残高×１００

業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費等を含まないこととしています。
また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額（または取崩額）を含みます。
実質業務純益＝業務純益＋一般貸倒引当金繰入額
実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。
コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券売却損、国債等債券償還損、国債等債
券償却を通算した損益です。

（注）　１．

２．

３．

　当期の収支について、貸出金利息、有価証券利息配当金等の増収により資金運用収益は増収

となりましたが、その他業務収益が減収となり、業務収益は前期比３０百万円の減収となりま

した。その他経常収益が増収となったことから、経常収益は前期比８８百万円の増収となりま

した。費用について、預金平残減少と利回り低下により資金調達費用は減少しました。その他

業務費用は減少しましたが経費の増加により業務費用は前期比１百万円の減少に止まりまし

た。貸倒引当金は戻入益に転じましたが、その他の経常費用が増加したことから経常費用は前

期比４５百万円増加しました。以上の結果、経常利益は前期比４２百万円の増益となる３００

百万円となりました。業務純益は業務費用の増加により２９９百万円となりました。この結果、

当期純利益は、前期比６４百万円の増益となる２５６百万円となりました。

1 , 4 6 2

1 , 4 6 8

6

6 3

1 8 5

1 2 2

△  8

3 4

4 3

1 , 5 1 6

0 . 9 4 %

0 . 1 8

0 . 1 5

2 9 9 , 5 5 2

2 9 9 , 5 5 2

3 1 5 , 0 9 6

3 1 5 , 0 9 6



̶　　　　̶５５

（％）（千円）（百万円）平均残高 利　　息 利回り
区　　　分

その他の諸比率 （単位：百万円）

令和５年度

％

％

％

％

預 貸 率

預 証 率

役 職 員 一 人 当 り

一 店 舗 当 り

期 末

期 中 平 残

期 末

期 中 平 残

預 金 残 高

貸 出 金 残 高

預 金 残 高

貸 出 金 残 高

項　　　　　　目

令和５年度令和４年度

金　　額 増　　減

令和４年度

令和４年度

3 1 . 4 1
3 0 . 9 4
5 0 . 7 4
5 0 . 6 8
1 , 6 0 2
5 0 3

1 9 , 2 3 1
6 , 0 4 2

0 . 8 9
0 . 7 4
0 . 1 5

1 , 445 , 036
734 , 449
59 , 669
̶　

637 , 168
13 , 749
6 , 365
6 , 365
̶　
̶　
̶　

87 ,713
30 , 003
21 , 238
̶　

96 ,477
0

1 , 083
1 , 083
̶　
̶　
̶　

令和４年度 令和４年度 令和４年度

160 , 858
47 , 754
34 , 346
̶　

78 ,199
558

154 , 301
154 , 298

̶　
̶　
3

1 ,445 , 036
734 , 449
59 , 669
̶　

637 , 168
13 , 749
6 , 365
6 , 365
̶　
̶　
̶　

0.89
1 . 53
0 . 17
̶　
0 .81
2 . 46
0 . 00
0 . 00
̶　
̶　
 0 . 00

 

 △

 

 

 △

 △

金　　額 増　　減

受 取 利 息

支 払 利 息

う ち 貸 出 金

う ち 預 け 金

う ち 商 品 有 価 証 券

う ち 有 価 証 券

う ち そ の 他

う ち 預 金 積 金

う ち 譲 渡 性 預 金

う ち 借 用 金

う ち そ の 他

受取利息及び支払利息の増減 （単位：千円）

区　　　分

資金運用収支の内訳

令和５年度 令和５年度 令和５年度

（単位：％）

項　　　　　　目 令和５年度

利　鞘

資 金 運 用 利 回

資 金 調 達 原 価 率

総 資 金 利 鞘

預貸率＝貸 出 金 残 高 ÷（預金積金＋譲渡性預金）×１００
預証率＝有価証券残高  ÷（預金積金＋譲渡性預金）×１００

（ 注 ）

資 金 運 用 勘 定

資 金 調 達 勘 定

う ち 貸 出 金

う ち 預 け 金

うち商品有価証券

う ち 有 価 証 券

う ち そ の 他

う ち 預 金 積 金

うち譲渡性預金

う ち 借 用 金

う ち そ の 他

3 0 . 2 4
3 0 . 8 6
5 1 . 9 1
5 3 . 1 6
1 , 8 0 2
5 4 5

1 9 , 1 5 6
5 , 7 9 3

1 , 468 , 129
736 , 479
70 , 001
̶　

647 , 899
13 , 749
6 , 071
6 , 071
̶　
̶　
̶　

23 ,093
2 , 029
10 , 331
̶　

10 ,731
0

294
294
̶　
̶　
̶　

160 , 898
47 , 562
30 , 853
̶　

81 ,922
560

154 , 095
154 , 092

̶　
̶　
3

1 ,468 , 129
736 , 479
70 , 001
̶　

647 , 899
13 , 749
6 , 071
6 , 071
̶　
̶　
̶　

0.91
1 . 54
0 . 22
̶　
0 .79
2 . 45
0 . 00
0 . 00
̶　
̶　
 0 . 00

0 . 9 1
0 . 7 9
0 . 1 1

 

 

 

 

 △

 △




